
 

総合計画は、これからの江別市をどのようなまちにしていくのかを示す指針です。この

中では、市が目指す都市像やそれを実現するための取り組みの方向性などが明らかにされ

ます。 

現在は、「第５次江別市総合計画」（前期基本計画：平成 16 年度～20 年度、後期基本

計画：平成 21 年度～25 年度）の後期基本計画を推進しているところです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ここ数年来、人口減少・少子高齢化時代の到来や、経済・雇用環境の悪化、安全・安心

への関心の高まり、地域主権型社会への移行、環境問題に対する時代の要請、厳しさを増

す市の財政運営など、江別市はこれまで経験したことのないような大きな課題に直面して

います。 

 このような時代のうねりの中では、将来を的確に見通していくことはとても難しいこと

ですが、こうした大きな課題に適切に対応し、誰もが住みやすいまちづくりを実現してい

くためには、まちづくりの羅針盤ともなるような長期的な展望に立った総合計画という指

針がなくてはなりません。 

平成 26 年度からスタートする新しい総合計画の策定にあたっては、「江別市自治基本条

例」の理念に沿って、市民とともに歩む新しい総合計画をこれから作っていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

総 合 計 画 に つ い総 合 計 画 に つ い総 合 計 画 に つ い総 合 計 画 に つ い てててて    

基 本 構 想 
期間 10 年 

基 本 計 画 
期 間 ５ 年 

実 施 計 画 
期 間 1 年 

将来都市像、都市目標、政策の方向、土地利用 

前期基本計画 後期基本計画 

毎年度、見直し 

平成 16 年度 平成 20 年度 平成 21 年度 平成 25 年度 
【現行の総合計画図】 

新総合計画の策定に向けた主なスケジュール（予定）新総合計画の策定に向けた主なスケジュール（予定）新総合計画の策定に向けた主なスケジュール（予定）新総合計画の策定に向けた主なスケジュール（予定）    
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江別市新総合計画策定方針の決定江別市新総合計画策定方針の決定江別市新総合計画策定方針の決定江別市新総合計画策定方針の決定    

無作為抽出のアンケートによる市民意識調査の実施無作為抽出のアンケートによる市民意識調査の実施無作為抽出のアンケートによる市民意識調査の実施無作為抽出のアンケートによる市民意識調査の実施    

各界各層との意見交換の開催各界各層との意見交換の開催各界各層との意見交換の開催各界各層との意見交換の開催    

((((仮称仮称仮称仮称))))総合計画策定市民会議の審議（数回）総合計画策定市民会議の審議（数回）総合計画策定市民会議の審議（数回）総合計画策定市民会議の審議（数回）    

まちづくり政策、戦略テーマ（案）の決まちづくり政策、戦略テーマ（案）の決まちづくり政策、戦略テーマ（案）の決まちづくり政策、戦略テーマ（案）の決定定定定    

江別市新総合計画骨子、素案の策定江別市新総合計画骨子、素案の策定江別市新総合計画骨子、素案の策定江別市新総合計画骨子、素案の策定    

江別市新総合計画案の策定江別市新総合計画案の策定江別市新総合計画案の策定江別市新総合計画案の策定    

江別市新総合計画江別市新総合計画江別市新総合計画江別市新総合計画の決の決の決の決定定定定    

※ 新 し い 総 合 計 画 の 策 定 方 針 に つ い て は 、 市 ホ ー ム ペ ー ジ の 新 総 合 計 画 の ペ ー ジ ：

http://www.city.ebetsu.hokkaido.jp/kikaku/11/sinsoukei_index.html に掲載しています。 

また、新しい総合計画の策定方針と、８月に実施した新総合計画策定方針（案）に対する市民意

見募集にお寄せいただいたご意見及びそれに対する市の考え方は、意見募集の資料を配布した施設

等で公表しています。 



 

 

 都市計画マスタープランとは、市総合計画で示す将来都市像、都市目標を実現するため、

これからの都市づくりをどのようにしていくかを示し、市が定める都市計画（土地利用、

道路、公園など）の基本的な方針となるものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現在の都市計画マスタープランは、平成１６年に第５次江別市総合計画にあわせ策定（平

成１９年に一部改正）しましたが、人口減少、少子高齢化の一層の進展などの社会情勢の

変化、都市の現状変化、新たな社会的要請など、都市を取り巻く情勢が大きく変わってき

ています。 

 このようなことから、新しい総合計画を策定するタイミングにあわせ、都市計画マスタ

ープランの見直しを行い、新しい総合計画と整合した都市づくりの方向性を示し、都市計

画の指針とします。 

 なお、スケジュールにつきましては、平成２５年度に見直しを完了したいと考えていま

すが、詳細は今後決定します。 

 

現在の都市計画マスタープランの概要現在の都市計画マスタープランの概要現在の都市計画マスタープランの概要現在の都市計画マスタープランの概要    

  “「造る」から｢使う｣”という人中心の都市づくりの理念のもとに、都市機能を集積す

る拠点の育成と交通軸を生かした有機的な連携による誰もが暮らしやすい集約型の都市

構造（コンパクトな都市づくり）を目指し、都市づくりの目標を以下のように設定して

います。 

 ① 安全で快適な住環境の形成 

 ② 自然環境と調和した都市の形成 

 ③ 市民協働による特性を活かした地域の形成 

 ④ 産業振興と住環境が調和した都市の形成 

 ⑤ 駅を中心とした利便性の高い都市の形成 

 

 

 

 

都市計画マスタープランについて都市計画マスタープランについて都市計画マスタープランについて都市計画マスタープランについて    

現在の都市計画マスタープランは、市のホームページからご覧になれます。 

 http://www.city.ebetsu.hokkaido.jp/kikaku/tosikeikaku/index.html 

 「江別市の都市計画」で検索してもすぐにご覧になれます。 

【都市計画法（昭和【都市計画法（昭和【都市計画法（昭和【都市計画法（昭和 43434343 年６月年６月年６月年６月 15151515 日法律第日法律第日法律第日法律第 100100100100 号）抜粋】号）抜粋】号）抜粋】号）抜粋】    

第 18 条の２ 市町村は、議会の議決を経て定められた当該市町村の建設に関する

基本構想並びに都市計画区域の整備、開発及び保全の方針に即し、当該市町村の

都市計画に関する基本的な方針（以下この条において「基本方針」という。）を

定めるものとする。 

２ 市町村は、基本方針を定めようとするときは、あらかじめ、公聴会の開催等住

民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。 

３ 市町村は、基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表するとともに、都

道府県知事に通知しなければならない。 

４ 市町村が定める都市計画は、基本方針に即したものでなければならない。 


